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社 会 福 祉 法 人 恒 寿 会 役 員 及 び 評 議 員 の 報 酬 に 関 す る 規 程  

 

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、 社 会 福 祉 法 人 恒 寿 会 （ 以 下 「 法 人 」 と い う 。 ） の 役 員 及 び

評 議 員 の 報 酬 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  本 規 程 で い う 役 員 と は 、 理 事 及 び 監 事 を い う 。  

 

（ 報 酬 の 支 給 ）  

第 ３ 条  役 員 及 び 評 議 員 に は 、 次 の 報 酬 を 支 給 す る 。  

（ １ ） 役 員  報 酬  

（ ２ ） 評 議 員  報 酬  

２  第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、施 設 長 等 の 職 員 を 兼 ね る 役 員 に は 、報 酬 は  

支 給 し な い 。  

 

（ 報 酬 の 額 ）  

第 ４ 条  役 員 に 対 す る 報 酬 の 額 は 、 役 員 に 対 し て 、 各 年 度 の 総 額 が ５ ０ ０ ， ０ ０

０ 円 を 超 え な い 範 囲 で 支 給 す る 。  

２  役 員 に 対 す る 報 酬 の 額 は 、理 事 会 へ の 出 席 、理 事 長 の 法 人 事 業 の 事 務 の 執

行 及 び 監 事 の 監 査 １ 回 に つ き １ ２ ，０ ０ ０ 円 と す る 。な お 、同 日 に あ わ せ て

法 人 の 業 務 を 行 っ た 場 合 、 報 酬 は こ れ を 支 払 わ な い も の と す る 。    

３  評 議 員 に 対 す る 報 酬 の 額 は 、評 議 員 会 へ の 出 席 １ 回 に つ き １ ２ ，０ ０ ０ 円

と す る 。な お 、同 日 に あ わ せ て 法 人 の 業 務 を 行 っ た 場 合 、報 酬 は こ れ を 支 払

わ な い も の と す る 。    

 

（ 報 酬 の 支 給 方 法 ）  

第 ５ 条  役 員 に 対 す る 報 酬 の 支 給 の 時 期 は 、 理 事 会 へ の 出 席 、 理 事 長 の 法 人 事 業

の 執 行 及 び 監 事 の 監 査 実 施 後 １ か 月 以 内 に 支 給 す る 。  

２  評 議 員 に 対 す る 報 酬 の 支 給 の 時 期 は 、評 議 員 会 に 出 席 し た １ か 月 以 内 に 支

給 す る 。  

３  報 酬 は 、本 人 の 指 定 す る 本 人 名 義 の 金 融 機 関 の 口 座 に 振 り 込 む こ と と す る 。

４  報 酬 は 、 法 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 控 除 す べ き 金 額 を 控 除 し て 支 給 す る 。 

 

（ 改 正 ）  

第 ６ 条  こ の 規 程 の 改 正 は 、 理 事 会 の 議 決 及 び 評 議 員 会 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら

な い 。  

 

 

附 則  

平 成 １ ２ 年 ４ 月 １ 日 制 定 「 役 員 費 用 弁 償 規 程 」 は 、 平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ９ 日 廃 止 す

る 。  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ９ 年  ６ 月 １ ９ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 


